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【１．行動計画の策定・周知】 

問１ 「常時雇用する労働者」とは、どのような者を指すのか。また、

日本の企業の国外にある事業所等において雇用される労働者や学

生アルバイトは、「常時雇用する労働者」に入るのか。 

 

（答） 

○ 「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず、次に該

当する者をいう。 

 ① 期間の定めなく雇用されている者 

 ② 一定の期間を定めて雇用されている者であって、 

・ 過去１年以上の期間について引き続き雇用されている者 

又は 

・ 雇入れの時から１年以上引き続き雇用されると見込まれる者 

 

○  また、法は、日本国内にある事業所のみに適用されるものであ

る（属地主義である）ため、国外にある日本の企業の支店、出張

所等や、日本企業の国外の現地法人の事業所には、法の適用はさ

れず、したがって、日本の企業の国外にある事業所等において雇

用される労働者は、「常時雇用する労働者」に入らない。 

 

○ さらに、学校教育法第１条にいう学校の学生、生徒であって、通

信教育を受けている者、大学の夜間の学部及び高等学校の夜間又

は定時制の課程の者以外のもの（昼間学生）については、 

日常生活の大半は学生として生活し、社会的には学生としての取

扱いを受けるのが通常であることに鑑み、原則として、企業規模

の判断基準である「常時雇用する労働者」に含まれないこととす

る。 

 

○ ただし、常時雇用する労働者が 101 人以上の事業主が、法に基

づく状況把握、情報公表を行う場合は、その雇用する労働者が対

象となる。 

すなわち、「雇入れの時から１年以上引き続き雇用されると見

込まれない者」や「学生アルバイト」などについても、法に基づ

く状況把握、情報公表の対象となる。 
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問２ 「常時雇用する労働者」のカウントについて、在籍出向者は出

向元・出向先、いずれの労働者に含まれるか。また、賃金は出向元

から当該労働者に支払われる形だが、その分は出向先から出向元

へ「負担金」という名目で別途支払っている場合はどうか。 

 

（答） 

○ 「常時雇用する労働者」のカウントについて、出向中の労働者は、

原則としてその労働者が生計を維持するに必要な主たる賃金を負

担する企業の常時雇用する労働者として取り扱う。 

 

○ また、「負担金」等の作業を行っている場合であっても、その労

働者に対して現に「賃金」として支払いをしている事業主の「常時

雇用する労働者」として扱う。 

 

○ 上記の「負担金」の取扱いについては、通常、負担金等の流れに

ついて、把握が困難であることを踏まえたものである。 

  そのため、事業主が、主たる賃金に該当する負担金を支払ってい

ることが証明できる場合については、負担金を支払う事業主の「常

時雇用する労働者」として取扱うこととして差し支えない。 
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問３ 状況把握項目、情報公表項目、認定基準のそれぞれについて、

出向中の労働者は、出向元と出向先のどちらにカウントするのか。 

 

（答） 

１．基本的な考え方 

○  原則として、労務提供を前提としない部分については甲企業

（出向元）の労働者として、労務提供を前提とする部分（労働時

間、休日、休暇など）については乙企業（出向先）の労働者とし

てそれぞれ取り扱うこととするが、出向元と出向先の合意の内容

により、実態に応じて判断されるものである。 

 

○  なお、出向とは、甲企業における従業員としての地位（労働契

約関係）を保持したまま、乙企業においてその労務に従事させる

人事異動であるため、出向においては、甲企業と出向労働者間の

労働契約関係は存続するが、その者の労務提供が乙企業に対して

行われるので、甲企業との労務提供関係は停止される。しかし、

甲企業の就業規則のうち労務提供を前提としない部分は依然と

して適用を受け続けることとなる。 
 

○  また、日本国内にある事業所等において雇用された労働者（日

本人等）が、労働契約関係を存続したまま、日本国外にある事業

所等へ出向した場合について、日本国外にある事業所等において

は、属地主義（問１参照）により日本の法令の適用を受けないこ

とから、状況把握等を行う義務はない。一方、出向元の国内事業

所等に対しては国内法令が適用されることから、当該事業所等の

就業規則のうち労務提供を前提としない部分は適用を受けるこ

とになる。 

 

※  長時間労働の是正等の働き方の改革や職場風土改革に関す

る取組については、乙企業（出向先）は甲企業（出向元）から

の出向者も対象に含めて取り組むことが効果的である。 
 

２．男女の賃金の差異（以下「男女間賃金差異」という。）について 

○  男女間賃金差異については、１．も踏まえつつ、企業の実情に

応じて取り扱って差し支えない。 
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＜参考＞ 

１．基本的考え方 

 

【状況把握項目】 

状況把握項目については、あくまでも企業内における現状把握・課題分析を行うためのものであるため、

単なる参考としてお示しするもの。下表は、基礎項目について分類化している（男女間賃金差異は２．を

参照）。 

 甲企業（出向元）の労働者として取り扱う 乙企業（出向先）の労働者として取り扱う 

状況把 握

項目 

 

・採用した労働者に占める女性労働者の割

合 

・男女の平均継続勤務年数の差異 

・管理職に占める女性労働者の割合 

・労働者の各月ごとの平均残業時間等の労

働時間（健康管理時間）の状況 

 

【情報公表項目】 

 情報公表項目については、他企業との比較から求職者等の企業選択を助けるものであるため、基本形と

してお示しするもの。下表の分類と異ならせる場合は、出向元・出向先で相談し、出向者についてダブル

カウントをしないように留意すること。なお、出向者について概念上想定され得ない項目に関しては、除

外している。 

 甲企業（出向元）の労働者として取り扱う 乙企業（出向先）の労働者として取り扱う 

情報公 表

項目 

・採用した労働者に占める女性労働者の割

合 

・男女別の採用における競争倍率 

・労働者に占める女性労働者の割合 

・男女の平均継続勤務年数の差異 

・10 事業年度前及びその前後の事業年度に

採用された労働者の男女別の継続雇用割

合 

・係長級にある者に占める女性労働者の割

合 

・管理職に占める女性労働者の割合 

・役員に占める女性の割合 

・労働者の一月当たりの平均残業時間 

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たり

の平均残業時間 

・男女別の育児休業取得率 

・有給休暇取得率 

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率 
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【認定基準】 

 認定基準については、下表の分類に従うこと。なお、出向者について概念上想定され得ない項目に関し

ては、除外している（ただし、これに従うことが難しい場合は、ダブルカウントをしないことを条件とし

て、異なる取扱いをすることができる。）。 

 

 

 

 

２．男女間賃金差異について 

○男女間賃金差異については、１．も踏まえつつ、企業の実情に応じて取り扱って差し支えない。 

 

  

 甲企業（出向元）の労働者として取り扱う 乙企業（出向先）の労働者として取り扱う 

認定基準 

・採用における男女別競争倍率 

・正社員に占める女性労働者の割合等 

・平均継続勤務年数の女性／男性比 

・10 事業年度前及びその前後の事業年度に

採用された者のうち継続して雇用されて

いる者の女性／男性比 

・女性の平均勤続年数 

・管理職に占める女性労働者の割合 

・直近３事業年度の平均した課長級より１

つ下の職階にある者のうち課長級に昇進

した者の女性／男性比 

・雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外

労働及び休日労働時間の平均 
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問４ 転籍した労働者についてはどう取り扱うのか。 

 

（答） 

○ 転籍者については、採用に関する項目（「採用した労働者に占

める女性労働者」、「採用における競争倍率」）は、特に労働者の

募集に対する応募者の算出ができないなど、対象とすることが困

難であるため、対象として含めないこととする。 

 

○ また、他の項目については、他の労働者と同様に適用するもの

であるが、転籍者は、転籍先で新たに労働契約を締結するもので

あるため、継続勤務年数については原則、転籍後からカウントす

るものとする。 

 

○ 上記については、状況把握、情報公表及び認定について同様の取

扱いとする。  
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問５ 「数値を用いた定量的な目標」とは、どのような目標か。 

 

（答） 

○  「数値を用いた定量的な目標」とは、実数を用いるもの、割合

を用いるもの、倍数を用いるものなど数値を用いるものであれば

いずれでもよい。 

 

（例） 

・ ●年までに女性管理職数を●人以上とする 

・ ●年までに女性採用比率を●％以上とする 

・ ●年までに女性の●年以内の退職率を●％以下とする 

・ ●年までに時間外労働を●年から●％削減する 

・ ●年までに一般職から総合職への転換実績について現状の●

倍とする 

・ ●年までに管理職登用の条件となる●●研修の女性の受講者

を●人とする                   等 

 

○  なお、行動計画に数値目標を記載するに当たっては、現状値の

記載は必ずしも必要ではないが、記載することが望ましい。 

 

※  常時雇用する労働者数 301人以上の企業は２つ以上（①女性

労働者に対する職業生活に関する機会の提供、②職業生活と家

庭生活との両立に資する雇用環境の整備、の区分ごとに１つ以

上）、101 人以上 300 人以下の企業は１つ以上の目標設定が必

要。 
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問６ 行動計画の策定に当たって、女性活躍が進んでいる企業にお

いてはどのような取組内容・数値目標を設定すればよいか。 

 例えば、女性労働者が８割であるなど、女性労働者が多い企業に

おいて、全労働者に占める女性労働者の割合まで管理職を引き上

げるということを数値目標としてもよいのか。 

（答） 

○ 行動計画に設定する取組内容・数値目標については、自社の女

性の活躍に関して把握した状況や課題を踏まえる必要があるた

め、女性活躍が一定程度進んでいる企業においても、より一層女

性活躍を推進するため、自社の状況等を踏まえて必要であると考

えられる取組内容・数値目標を設定されたい。  

 

○ なお、行動計画における取組内容の設定に当たっては、募集・

採用・配置・昇進等において女性労働者を男性労働者に比べて優

先的に取り扱う取組をすることは、女性労働者が男性労働者と比

較して相当程度少ない（女性が全体の４割を下回っている）雇用

管理区分であるなど、一定の場合以外は男女雇用機会均等法違反

となることに留意が必要である。 

 

○  一方、数値目標の設定が女性労働者を優先的に取り扱う取組そ

のものではない場合には、男女雇用機会均等法違反の問題は生じ

ない。ただし、当該数値目標を達成しようとすると、法に違反す

るような女性を優遇する取組を行わざるを得ないことが想定さ

れる場合には、当該目標は望ましいものではないと考えられる。 

 

○  例えば、「全労働者に占める女性割合」を上回らない範囲で「管

理職に占める女性割合」の数値目標を設定することは差し支えな

いが、「全労働者に占める女性割合」を大幅に上回るような「管理

職に占める女性割合」を数値目標とすることは、現状の「管理職

に占める女性割合」が４割以上の場合には、望ましくないものだ

と考える。 

 

○  なお、男女雇用機会均等法違反となる数値目標（例えば、既

に女性の多い職種について、「新規採用者に占める女性の割合を

100 ％とする」等）については、当然、設定することはできな

い。  
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問７ 行動計画には必ず「課題」を盛り込まなくてはいけないのか。 

 

（答） 

○ 行動計画には、①計画期間、②数値目標、③取組内容、④取組の

実施時期が盛り込んであればよく、「課題」は必須記載事項ではな

い。 
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問８ 行動計画の労働者への周知について、事業所への備え付けで

もよいか。 
 

（答） 

○  事業所への備え付けによって労働者へ行動計画の周知を行う

場合は、労働者に対し備え付けの場所が十分に周知されており、

かつ、労働者にとって手に取りやすい場所（例えば、休憩コーナ

ー等）に備え付けるなど、労働者が容易に行動計画を随時確認で

きる方法が適当である。 
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問９ 令和７年の改正法及び改正後の省令及び事業主行動計画策定

指針が適用されるのは、計画期間の開始日が令和８年４月１日以

降である一般事業主行動計画からということでよいか。 
 

（答） 

○  然り。行動計画の計画開始日が令和８年４月１日以降である場

合、改正後の規定に基づいて状況把握を行い、改正後の事業主行

動計画策定指針も踏まえて行動計画を策定する必要がある。 

 

○  なお、行動計画の計画開始日が令和８年４月１日より前の日付

である場合は、令和８年４月１日以後、計画期間内に変更された

当該行動計画についても、改正後の規定は適用されない。 

 

○  なお、令和８年４月１日以降に行う当該行動計画の変更の内容

に当該計画期間の延長が含まれる場合、期間延長後の当該行動計

画についても改正後の規定は適用されないことになるが、事業主

においては、期間延長の際、その理由・事情等を考慮の上、改正

法の適用後の状況把握を行っていただくことを検討いただきた

い。 
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問 10 職場における女性の健康上の特性に係る取組について、事業

主行動計画策定指針に盛り込まれたが、女性の健康上の特性に関

する取組を行うことは義務なのか。 
 

（答） 

○  事業主行動計画策定指針の一部を改正する件（令和７年内閣官

房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第１号）により、事業主行

動計画策定指針に盛り込まれた「男女の性差を踏まえ、特に職場

における女性の健康上の特性に係る取組が行われることが望ま

しい」との記載のとおり、女性の健康上の特性に関する取組を行

うことは義務ではない。 

 

○  一方で、事業主においては、今般の法改正により、女性の職業

生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配

慮して行われるべき旨が、女性活躍推進法の基本原則において明

確化された趣旨に鑑みて、上記指針に記載する取組例を参照しな

がら、ぜひ積極的に取り組んでいただきたい。 
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【２．状況把握】 

問 11 雇用管理区分ごととされている項目については、全て雇用管

理区分ごとに把握しなければならないのか。 
 

（答） 

○ 基礎項目（必ず把握する項目（省令第２条第１項第１号から第

４号まで及び第 24号）をいう。以下同じ。）で雇用管理区分ごと

とされている項目については、全ての雇用管理区分について把握

しなければならない。 

 

 ※男女間賃金差異については、「全ての雇用管理区分」について

把握することが求められているが、ここでいう「全ての雇用管

理区分」とは、「全労働者、正規雇用労働者、パート・有期雇

用労働者」を指しており、それ以外の雇用管理区分の把握まで

は求められていない。 

 

○ 選択項目（必要に応じて把握する項目（省令第２条第１項第５

号から第 23号まで）をいう。以下同じ。）については、基礎項目

の状況把握・課題分析の結果、事業主にとって課題であると判断

された事項について、さらにその原因の分析を深めることが望ま

しく、その際に活用することが効果的な項目として定めるもので

ある。 

 

○ 選択項目については、把握するか否かも含めて任意であること

から、雇用管理区分ごとに把握すべきとされた選択項目を雇用管

理区分ごとで把握していない場合も、法に基づく状況把握をした

こととはならないが、法律上違反となるものではない。 

 

○ このため、派遣労働者も含め、どの雇用管理区分までを把握す

るか、どの雇用管理区分をまとめて把握するかなどは、各事業主

の実情に応じて判断いただいても法律上違反とはならない。 
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問 12 基礎項目である「採用した労働者に占める女性労働者の割合

（区）」について、 

① パートなど有期契約労働者の採用は事業所単位で管理してお 

 り、事業主全体（本社）では把握が困難であるが、どのように対 

 応すべきか。 

② 中途採用についても対象に含めるのか。 

 

（答） 

【①について】 

○ パートなど有期契約で、事業主全体（本社）では把握できない

雇用管理区分については、当該事業年度を含む過去３年以内の一

定時点における「労働者に占める女性労働者の割合」で代替して

差し支えない。 

 

 （参考）男女間賃金差異の公表及び状況把握については、本社の

みについて把握して足りることとはならず、支社を含めて

公表及び状況把握することが必要である。 

 

【②について】 

○  中途採用についても、対象に含める必要がある。 

 

  



 

 

20 

 

問 13 基礎項目である「男女の平均継続勤務年数の差異（区）」は、

「期間の定めのない労働契約を締結している労働者」に加え、「労

働契約の契約期間を通算した期間が５年を超える労働者」も把握

対象に含めるということだが、具体的にはどのように把握するの

か。 
 

（答） 

 ○ 「男女の平均継続勤務年数の差異（区）」を把握する意義は、

女性労働者が出産・子育て等により継続就業が困難な状況にな

いか、雇用管理区分ごとに、課題を明らかにするためのものであ

る。 

 

〇 このため、労働契約の期間の長短による影響ではなく、出産・

子育て等による継続就業への影響が想定される労働者として、

「期間の定めのない労働契約を締結している労働者」に加え、「労

働契約の契約期間を通算した期間が５年を超える労働者」（すな

わち、労働契約法第 18 条により、使用者に対し、無期労働契約

への転換を申し込むことができる権利を有する労働者）を把握対

象としたものである。 

 

〇 この「労働契約の契約期間を通算した期間が５年を超える労働

者」については、原則として、労働契約法の解釈に従い、法人単

位で通算契約期間が５年を超える労働者を把握する（例：Ａ社の

Ｂ事業所で３年、Ｃ事業所で３年の労働契約を連続して締結した

場合は、Ａ社として通算契約期間は６年として、把握対象に含め

る）。ただし、法人単位での通算契約期間の把握が困難な場合に

ついては、事業場単位での通算契約期間の把握で代替できること

とする。 

 

○ なお無期転換申込権を行使して無期雇用に転換した労働者（転

換者）の継続勤務年数については、原則有期雇用であった期間に

ついても把握する必要があるが、それまでの継続勤務年数が明確

でないこともあることから、転換者以外の無期雇用労働者とは別

の雇用管理区分として算出して差し支えない。 
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○ また、その場合、転換者については、平成 25 年４月１日から

状況把握日まで継続勤務していることとして差し支えない。 

 

○ 認定の申請における転換者の継続勤務年数の算出についても、

同様に取扱う。 

 

 

（労働契約法においては、通算契約期間の計算に当たって、クーリ

ングの考え方があるが、本省令の対象者となる有期雇用労働者の

通算期間の計算についてはどう考えるか。） 

 

（答） 

○ 本省令における通算契約期間の計算に当たっては、労働契約法

におけるクーリングの考え方と同様の取扱いとする。 

 

≪労働契約法での取扱い≫ 

○ 通算契約期間の計算に当たり、有期労働契約が不存在の期間

（無契約期間）が一定以上続いた場合には、当該通算契約期間の

計算はリセットされることとなる（いわゆる「クーリング」）。 

 

○ 具体的には、同一の有期契約労働者と使用者との間で、１か月

以上の無契約期間を置いて有期労働契約が再度締結された場合

であって、当該無契約期間の長さが次のいずれかに該当するとき

は、当該無契約期間は空白期間（労働契約法第 18条第２項）に該

当し、当該空白期間前に終了している全ての有期労働契約の契約

期間は、通算契約期間に算入されない（クーリングされる）こと

となる。 

 

① ６か月以上である場合 

② その直前の有期労働契約の契約期間（複数の有期労働契約が

間を置かずに連続している場合又は労働契約法第 18 条第１項

の通算契約期間に関する基準を定める省令第１条第１項で定

める基準に該当し連続するものと認められる場合にあっては、

それらの有期労働契約の契約期間の合計）が１年未満の場合に

あっては、その期間に２分の１を乗じて得た期間（１か月未満

の端数は１か月に切り上げて計算する。）以上である場合 
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○ なお、無契約期間の長さが１か月に満たない場合は、クーリン

グされない。 

 

 

（無期転換ルールの特例の対象となり、無期転換申込権が発生して

いない労働者について、本省令の対象としてはどう取り扱うか。） 

 

（答） 

○ 無期転換ルールの特例の対象となり、無期転換申込権が発生し

ていない労働者については、本省令による把握の対象には含めな

い。 

 

≪特例の内容≫ 

○ ①、②に掲げる有期雇用労働者については有期雇用特別措置法

において、③に掲げる有期雇用労働者については研究開発力強化

法において、下記の通り無期転換ルールの特例が設けられている。 

 

①高度専門職 

・ 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認

定を受けた事業主に雇用され、 

・ 高収入で、かつ高度の専門的知識等を有し、 

・ その高度の専門的知識等を必要とし、５年を超える一定の期間

内に完了する業務（特定有期業務。以下「プロジェクト」とい

う。）に従事する 

有期雇用労働者（高度専門職）については、そのプロジェクトに

従事している期間は、無期転換申込権が発生しない。ただし、無

期転換申込権が発生しない期間の上限は 10年である。 

 

② 継続雇用の高齢者 

・ 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認

定を受けた事業主の下で、 

・ 定年（60歳以上のものに限る）に達した後、引き続いて雇用さ

れる 

有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）については、その事業主に

引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しない。 
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③ 大学等及び研究開発法人の研究者、教員等 

大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の有期雇用労働者につ

いて、無期転換申込権発生までの期間が 10年となる。 
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問 14 基礎項目である「労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労

働時間の状況」については、どのように把握するのか。また、対象

となる労働者の範囲はどうか（育児・介護短時間勤務者や短時間正

社員はどうか。）。 

（答） 

○  「労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況」に

ついては、各月の労働者の平均残業時間数（※１）の把握が求め

られる。 

 

（※１）各月の労働者の平均残業時間数 

＝（各月の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時

間数の合計）÷（対象労働者数） 

 

  ただし、これにより難い場合については、各月の労働者の総労働

時間から各月の法定労働時間を引いた時間数（※２）を把握するこ

ととしても差支えない。 

 

（※２） 

＝[（各月の対象労働者の総労働時間数の合計）－（各月の法定労

働時間＝４０×各月の日数÷７×対象労働者数）]÷（対象労働

者数） 

 

○  なお、算出に当たって、下記に掲げる者は、所定労働時間が他

の労働者よりも短い、又は、労働時間管理の方法が他の労働者と

異なっているため、その他の労働者とはそれぞれ区分して把握す

るものとする。 

① 事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者（労働基準

法第 38条の２） 

② 専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者（労働基準法第

38条の３）、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者（労

働基準法第 38条の４） 

③ 管理監督者等（労働基準法第 41条） 

④ 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者（労働基

準法第 41条の２） 

⑤ パート労働者（短時間労働者）（パートタイム・有期雇用労働

法第２条） 
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○  なお、育児・介護短時間勤務者、短時間正社員は、労働時間管

理の方法が他の労働者と異なるものではなく、また、一般的に人

数も多くないと考えられることから、必ずしも区分して把握しな

くてもよい。 

 

 

（（※２）における「総労働時間」については、年休や欠勤等の労務

提供がなかった時間については含まれるのか） 

 

○ 「総労働時間」については、実労働時間に加え、年休や欠勤等の

労務提供がなかった時間については所定労働時間分働いたものと

見なし、時間数を算出することとする。 

 

○ なお、あくまでも、当該措置は原則として把握することとなる

「各月の労働者の平均残業時間数」により難い場合に限られた例

外的な措置である。 

 

 

（月を通じて従事していない労働者がいる場合、労働者の平均残業

時間等の長時間労働の状況はどのようにカウントするのか） 

 

○  「各月の労働者数」については、当該月の初日から末日まで従

事した労働者をカウントし、月途中で雇入れ・辞職した等の事情

で月を通して従事していない者は含まないこととする。 

 ある事業年度の「対象労働者数」については、「各月の労働者数」

を１２ヶ月分足して、１２で割った数とする。 

 

○  各月の「法定時間外労働」、「法定休日労働」、「総労働時間」に

ついては、当該月の初日から末日まで従事した労働者の「法定時

間外労働」、「法定休日労働」、「総労働時間」をカウントし、月途

中で雇入れ・辞職した等の事情で、月を通して従事していない者

の時間は含まないこととする。 

また、ある事業年度（１年間）の「法定時間外労働」、「法定休

日労働」、「総労働時間」については、各月の「法定時間外労働」、

「法定休日労働」、「総労働時間」を足し合わせたものとする。 
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○  上記については、状況把握、情報公表及び認定について同様の

取扱いとする。 
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問 15 事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者、裁量労働

制の適用を受ける労働者、管理監督者又は高度プロフェッショナ

ル制度の適用を受ける労働者の労働時間はどのように把握するの

か。 
 

（答） 

○ 事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者、裁量労働制

の適用を受ける労働者、管理監督者又は高度プロフェッショナル

制度の適用を受ける労働者の労働時間については、労働安全衛生

法令上又は労働基準法令上求められる労働時間（高度プロフェッ

ショナル制度の適用を受ける労働者については、健康管理時間）の

管理方法により、把握することで差し支えない。 

 

○ 具体的には、 

 ・ タイムカードによる記録 

 ・ PCのログオン・ログオフの記録 

等の客観的に労働者の労働時間（健康管理時間）の状況が把握でき

る方法が考えられる。 
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問 16 「係長級」、「管理職」とはそれぞれどのような者を指すのか。 

（答） 

○ 「係長級」とは、「課長級」（下記参照）より下位の役職であって、

①事業所で通常「係長」と呼ばれている者又は②同一事業所におい

てその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者を指す。 

 

○ 「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職（役員を

除く）」にある労働者の合計をいう。 

 

○ 「課長級」とは、以下のいずれかに該当する者を指す。 

① 事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が２

係以上からなり、若しくは、その構成員が 10 人以上（課長含む）

のものの長 

② 同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、そ

の職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者（ただし、

一番下の職階ではないこと） 

 

※ なお、一般的に、「課長代理」や「課長補佐」については、「課長

級」に該当しない。 

 

※ 「役員」とは、会社法上の役員（取締役、会計参与及び監査役）

並びにその職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当する者を指

す（職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれ

ば、執行役員、理事など、呼称は問わない）。 

 

○ 「課長級」であるか否かについては、まず名称や係の数、構成員

の人数等で形式的に要件（①）に該当するか否かを判断する。 

その上で、形式的な要件に該当しない場合は、同一事業所におい

て、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課

長級」に相当する者（ただし、一番下の職階ではないこと）（②）

に該当するか否かを、実態に即して事業主が判断することとして差

し支えない。 

 

○ なお、「管理職」については、「管理的地位にある労働者に占める

女性労働者の割合の算出及び公表の方法について」（令和８年２月
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18 日付け雇均発 0128 第３号。以下「女性管理職比率通達」とい

う。）及び「女性活躍推進法に基づく『男女の賃金の額の差異』及

び『管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合』の公表等

における解釈事項について（法第 20条・省令第 19条等関係）（令

和８年２月 18日（令和８年４月適用））も参照されたい。 
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問 17 「役員」とはどのような者を指すのか。 

 

（答） 

○ 「役員」とは、会社法上の役員（取締役、会計参与及び監査役）

並びにその職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当する者を指

す（職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれ

ば、執行役員、理事など、呼称は問わない。）。 
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問 18 選択項目である「男女別の採用における競争倍率（区）」につ

いては、どのように算出するのか。中途採用についても対象に含め

るのか。また、内定者を採用者に含めることは可能か。 
 

（答） 

○ 事業主の実情に応じて検討していただいてよいが、「男性の応

募者数÷男性の採用者数」と「女性の応募者数÷女性の採用者数」

を算出し、比較することが考えられる。 

 

〇 中途採用についても、対象に含めることが望ましい。 

 

○ 一方、法に基づく情報公表項目として「採用における男女別競

争倍率」のみを公表する場合には、上記の定義に基づくことが必

要である。 

 

 ○ なお、その場合でも、内定者を採用者に含めて算出することは、

その趣旨に鑑みても差し支えない。 

 

 ○ 上記については、状況把握、情報公表及び認定について同様の

取扱いとする。 
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問 19 問 18の「応募者」とはどの段階を把握するのか。 

 

（答） 

○ 原則、労働者が募集に対して応じる意思表明をしており、実質

的な採用選考が始まった時点の段階を把握することが効果的と

考えられる。 

 

○ 採用選考とは、具体的には、筆記試験、面接等により応募者か

ら採用者を絞り込むものをいう。 

 

○ エントリーシートによる場合、性別が判断に影響を与える可能

性がない客観的な基準（学歴、資格等）に基づく絞り込みは含め

なくて差し支えないが、そうでない場合は含める（＝エントリー

シートの提出者を「応募者」とする）ことが効果的と考えられる。

具体的には、例えば、エントリーシートでは性別が判明せず、性

別以外の機械的基準（学歴、資格等）により選別を行う場合は「応

募者」には含めないが、エントリーシートに基づき人事担当者が

個別に判断する場合は含めるなどが考えられる。 
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問 20 選択項目である「管理職及び男女の労働者の配置・育成・評

価・昇進・性別役割分担意識その他の職場風土等に関する意識（区）

/（派：性別役割分担意識など職場風土等に関する意識）」について

は、具体的にどのような内容を調査するのか。 
 

（答） 

〇 基礎項目の状況把握・課題分析の結果、事業主にとって課題で

あると判断された事項について、さらにその原因の分析を深める

ために有用な事項について、事業主の実情に応じて、意識調査を

検討いただきたい。 

 

 ○ 意識調査の内容としては、例えば、性別にかかわらない公正な

業務の配分・権限の付与や公正な評価がなされているか、仕事の

やりがいを持つことができているか、男女労働者が昇進意欲を

持つことができているかといった配置・育成・評価・昇進に係る

事項や、様々なハラスメントが行われていないか、継続就業への

理解がある職場環境かといった職場風土に関する事項等が考え

られる。 

 

 

○ なお、長時間労働や職場風土に関する内容については、（派遣

先における）派遣労働者を含めて把握することが効果的である。 
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問 21 選択項目である「男女の人事評価の結果における差異（区）」

は、何を把握するのか。 

 

（答） 

○ 事業主の実情に応じて検討していただいてよいが、例えば、人事

評価の評価段階ごとの男女別分布や、高評価者の男女別分布（評価

段階の最高位の男性÷被評価者の男性総数と、最高位の女性÷被

評価者の女性総数を比較する等）などを把握することが考えられ

る。 
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問 22 選択項目である「男女別の再雇用又は中途採用の実績(区)」

における再雇用及び中途採用の範囲はどう考えるべきか。 

 

（答） 

○ 事業主の実情に応じて検討していただいてよいが、本選択項目

の趣旨は、我が国の女性の多くが第一子出産を機に退職しており、

その中には再び働く意欲と能力を有する者も多いことから、こう

した育児期以降の者の活躍が十分行われているかを把握する趣旨

である。 

 

〇 また、同じ趣旨から、パートタイム・有期雇用労働法第２条の「通

常の労働者（※）」として再雇用（ただし、定年後の再雇用を除く。）

又は中途採用された労働者を把握の対象とすることが適切と考え

られる。 

 

（※）パートタイム・有期雇用労働法第２条の「通常の労働者」 

基本的には、いわゆる正規型の労働者を指し、社会通念に従い、当該労

働者の雇用形態、賃金体系等（例えば、労働契約の期間の定めがなく、長

期雇用を前提とした待遇を受ける者であるか、賃金の主たる部分の支給形

態、賞与、退職金、定期的な昇級又は昇格の有無）を総合的に勘案して判

断するものとする。 

 

○ 一方、法に基づく情報公表項目として「中途採用の実績」のみ

を公表する場合には、おおむね 30 歳以上の者を通常の労働者と

して中途採用している実績を公表する必要がある。 
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問 23 男女間賃金差異の「賃金」とは具体的には何を指すのか。 
 

（答） 

○ 労働基準法第 11条に規定する「賃金」をいい、具体的には、賃

金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償とし

て使用者が労働者に支払う全てのものをいうこと。ただし、退職手

当は、年度を超える労務の対価という性格を有することから、また、

通勤手当等は、経費の実費弁償という性格を有することから、企業

の判断により除外する取扱いとして差し支えないが、その取扱い

は男女共通とすること。 
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問 24 選択項目である「男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、

テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績」は、一般事

業主行動計画の策定に当たり、どのように活用することを想定し

ているか。 
 

（答） 

 ○ 事業主の実情に応じて検討していただいてよいが、例えば、在

宅勤務等の制度の利用者数等の利用実績を基に、適宜課題の分

析を深めていただくことが考えられる。 
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【３．情報公表】 

問 25 情報公表は、省令で規定されている項目を全て公表しなけれ

ばならないのか。 

 また、雇用管理区分ごととされている項目については、全て雇用

管理区分ごとに公表しなければならないのか。 

 

（答） 

○  情報公表については、省令で規定されている項目の中から、常

時雇用する労働者数 301 人以上の事業主は４つ以上（➀男女間賃

金差異及び➁管理職に占める女性労働者の割合は必須項目。加え

て、③①及び②に掲げるもののほか、その雇用し、雇用しようと

する女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実

績の７項目及び④その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との

両立に資する雇用環境の整備に関する実績の７項目からそれぞれ

１項目以上を選択。）、常時雇用する労働者数 101 人以上 300 人以

下の事業主は３つ以上（①及び②は必須項目。加えて、③及び④

の合計 14項目から１項目以上を選択）を公表すればよく、全ての

項目を公表しなければならないものではない（ただし、公表項目

やその範囲が事業主の女性の活躍推進に対する姿勢を表すものと

して、求職者の企業選択の要素となることに留意が必要である。）。 

 

※ 常時雇用する労働者数 100 人以下の事業主については、情報

公表は努力義務であり、１つ以上の項目について情報公表を行

うことが望ましい。 

 

○  その上で、事業主が雇用管理区分ごととされている項目を選択

した場合は、その選択した項目につき、全ての雇用管理区分につ

いて公表しなければ、法に基づく情報公表を行ったことにはなら

ない（派遣労働者が含まれている項目は、派遣労働者も含む。）。 

 （注）男女間賃金差異については、「全労働者、正規雇用労働者、

非正規雇労働者」の区分により情報公表を行わねばならず、

また、行えばそれで足りる。 

○  したがって、例えば常時雇用する労働者数 301 人以上の事業主

が、情報公表を行うために選択した２つの項目の中に、雇用管理

区分ごとの情報公表が求められる項目が含まれている場合におい
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て、その項目について雇用管理区分ごとに公表していなければ、

法律上違反となる。 

 

○  他方、常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は、

３つ以上の項目について情報公表することが求められており、必

須項目である男女間賃金差異及び管理職に占める女性労働者の割

合のほかに１つ以上を選択する必要があるが、①雇用管理区分ご

との情報公表が求められていない項目を１つ以上選択し公表した

上で、②雇用管理区分ごとの情報公表が求められる項目も併せて

選択した場合は、①で法律上最低限の情報公表義務は果たしてい

ることから、「②」について雇用管理区分ごとに公表しないとして

も、法律上違反となるものではない。ただし、その際の②の項目

に関する情報公表は、法に基づく公表をしたこととはならない（し

たがって、派遣労働者も含め、どの雇用管理区分の数字を公表す

るか、どの雇用管理区分をまとめて数字を公表するかなどは、各

事業主の事情に応じて判断いただいても、法律上違反とならな

い。）。 

 

 また、雇用管理区分ごとの情報公表が求められている項目のみ

を複数選択した場合は、そのうち１項目については全ての雇用管

理区分について公表しなければならない（派遣労働者が含まれて

いる項目は、派遣労働者も含む。）が、当該１項目を公表すること

で法律上最低限の情報公表義務を果たしていることから、その他

の項目について雇用管理区分ごとに公表しない場合も、上記②と

同様に法律上違反とはならない。 

 

※ 常時雇用する労働者数 301人以上の事業主が、情報公表項目

を３つ以上選択した場合においても、上記の区分ごとに少なく

とも１つの項目に関する法律上最低限の情報公表義務を果た

していれば、同様に、雇用管理区分ごとに公表しなければなら

ない項目について、雇用管理区分ごとに公表していない場合も

法律上違反とはならない。 
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問 26 事業主行動計画策定指針において、情報公表する際には、「行

動計画策定の際に状況把握・課題分析した項目から選択すること

が基本」と示されているが、必ず、状況把握・課題分析した項目か

ら公表しないといけないのか。 

 

（答） 

○ 各事業主においては、行動計画策定の際に必ず状況把握・課題

分析を行っていただくこととしており、 

① その際に把握した項目を公表していただくことが自然な流

れであること 

② 事業主の負担も少なくなること 

から、事業主行動計画策定指針においては、情報公表する際に

は、「行動計画策定の際に状況把握・課題分析した項目から選択

することが基本」と示している。 

 

 ○ その上で、情報公表については、必須項目である男女間賃金

差異及び管理職に占める女性労働者の割合のほか、省令で規定

されている 14項目のうち事業主が適切と認めるものを公表す

ることとされており、状況把握・課題分析した項目以外の項目

が適切に情報公表されていれば、法律上違反とはならない。 
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問 27 「育児休業取得率」（育休取得者数÷出産又は配偶者が出産し

た者の数）の公表について、複数年度にまたがって育休を取得する

人は、どの年度の育休取得者として取り扱うのか。 
 

（答） 

○ 情報公表項目の育児休業取得率の算出に当たっては、複数年度

に渡って育休を取得する者がいる場合には、取得した期間のいず

れかの年度の分子に含めることとする（複数年度でのカウントは

しない。）。 

（例）2014年３月から 2015年３月まで育休を取得した者 

⇒ 2013 年度の取得率か、2014年度の取得率のいずれかの分

子に含める。 

 

 ○ この考え方については、次世代法のくるみん認定の基準の算

出方法と同様である。 
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問 28 「労働者の一月当たりの平均残業時間（区）」の公表について、

状況把握項目（「労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間

（健康管理時間）の状況」）との違いはあるか。 

 

（答） 

○  状況把握の際は、女性の活躍に向けた課題分析のために行うも

のであることから、年間の業務の繁閑の把握ができるよう、「各月

ごと」（１月～12月それぞれ）の把握を求めている。 

 

○  一方、情報公表の際は、就職活動中の学生などの求職者の選択

に資するようにする観点から、事業主間の比較等が容易となるよ

う、１年間の法定時間外労働及び法定休日労働（労働基準法第 36

条）の総時間数を 12（ヶ月）で割り、さらに対象となる労働者数

で割った、（年間平均の）１ヶ月当たりの労働者の平均残業時間数

（※１）の公表を求めている。 

 

（※１）１ヶ月当たりの労働者の平均残業時間数 

＝（１年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総

時間数の合計）÷（12ヶ月）÷（対象労働者数） 

 

ただし、これにより難い場合については、１年間の労働者の総

労働時間から 1 年間の法定労働時間を引いた時間数を 12（ヶ月）

で割り、さらに対象となる労働者数で割った時間数（※２）を公

表することとしても差支えない。 

 

（※２） 

＝[（１年間の対象労働者の総労働時間数の合計）－（１年間の法

定労働時間＝４０×１年間の日数÷７×対象労働者数）]÷（12

ヶ月）÷（対象労働者数） 

 

○ また、情報公表のための１ヶ月当たりの労働者の平均残業時間

数の算出に当たり対象とする労働者の範囲から、 

①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者（労働基準法

第 38条の２）、 

②専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者（労働基準法第 38

条の３）、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者（労働基
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準法第 38条の４）、 

③管理監督者等（労働基準法第 41条）、 

④高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者（労働基準

法第 41条の２）、 

⑤パート労働者（短時間労働者）（パート・有期雇用労働法第２条） 

は除くこととしている。 

 

（（※２）における「総労働時間」については、年休や欠勤等の労務

提供がなかった時間については含まれるのか） 

 

○ 「総労働時間」については、実労働時間に加え、年休や欠勤等の

労務提供がなかった時間については所定労働時間分働いたものと

見なし、時間数を算出することとする。 

 

○ なお、あくまでも、当該措置は原則として把握することとなる

「各月の労働者の平均残業時間数」により難い場合に限られた例

外的な措置である。 

 

（年間を通じて従事していない労働者がいる場合、労働者の平均残

業時間等の長時間労働の状況はどのようにカウントするのか） 

 

○  「各月の労働者数」については、当該月の初日から末日まで従

事した労働者をカウントし、月途中で雇入れ・辞職した等の事情

で月を通して従事していない者は含まないこととする。 

 ある事業年度の「対象労働者数」については、「各月の労働者数」

を 12ヶ月分足して、12で割った数とする。 

 

○  各月の「法定時間外労働」、「法定休日労働」、「総労働時間」に

ついては、当該月の初日から末日まで従事した労働者の「法定時

間外労働」、「法定休日労働」、「総労働時間」をカウントし、月途

中で雇入れ・辞職した等の事情で、月を通して従事していない者

の時間は含まないこととする。 

また、ある事業年度（１年間）の「法定時間外労働」、「法定休

日労働」、「総労働時間」については、各月の「法定時間外労働」、

「法定休日労働」、「総労働時間」を足し合わせたものとする。 
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○ 上記については、状況把握、情報公表及び認定について同様の取

扱いとする。  
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問 29 「有給休暇取得率」の公表について、法定の日数よりも上乗

せして有給休暇を付与している場合は、その休暇日数をどう取り

扱うのか。また、法定の日数を基準日より前に付与している場合は

どうか。 
 

（答） 

○  情報公表項目の有給休暇取得率については、「労働基準法第 39

条の規定による年次有給休暇」の取得率を算出するものとしてい

る。 

 

○  労働基準法においては、労働基準法第 39 条に定められた有給

休暇日数を超える日数を付与しているときは、その超過日数分に

ついては労働基準法第 39条によらず取り扱うこととされている。 

 

○ このため、このような場合には、上乗せした有給休暇は算出の対

象には含めないこととする。 

 

○ 一方、法定の基準日以前に、労働者に対し年次有給休暇を与えた

場合は、法定の年次有給休暇を与えることには変わりなく、労働基

準法第 39条の有給休暇として取り扱っても差し支えないこととさ

れている。 

 

○ このため、このような場合には、算出の対象に含める。 

 

 

（年次有給休暇の繰越日数についての取扱い如何） 

 

○ 有給休暇取得率については、分母に当該年度における「有給付与

日数」（ただし繰越日数は除く）、分子に当該年度における「有給取

得日数」（取得した有給休暇が繰越日数か否かは問わない）をとり

算出する。 

 

（式） 

有給休暇取得率＝有給取得日数／有給付与日数（繰越日数を除く） 

          ×100（％）  
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問 30 公表する情報は、どの時点の数値か。 

 

（答） 

○ 情報公表は、おおむね年１回以上、その時点に得られる最新の数

値（特段の事情のない限り、古くとも公表時点の事業年度の前々事

業年度の状況に関する数値）に更新することが求められる。 

 

○ ただし、男女間賃金差異及び管理職に占める女性労働者の割合

については、それぞれ、「男女の賃金の額の差異の算出及び公表の

方法について」（令和４年７月８日付け雇均発 0708 第２号）及び

女性管理職比率通達を参照されたいが、男女間賃金差異について

は公表を行う事業年度の前事業年度の情報である必要があり、ま

た、管理職に占める女性労働者の割合の公表については古くとも

公表を行う事業年度の前事業年度の情報である必要がある。 
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問 31 情報公表について、例えば令和４年度に合併した企業につい

ては、令和３年度の数字を情報公表するに当たって、合併前の企業

の数字しか取れないが、どのように公表すればよいのか。 
 

(答) 

○  合併後の企業は、合併前の情報を公表することで問題ないが、

合併前の全ての企業についての情報を公表する必要がある。 

例えば、Ａ社とＢ社が合併し、Ｃ社となった場合、Ｃ社は元Ａ

社及び元Ｂ社の情報の公表を行うことが必要となる。 
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【４．えるぼし認定】 

問 32 雇用管理区分ごとに算出することが求められる実績値につい

て、全ての雇用管理区分ごとに基準値を満たさなければならない

のか。 
 

（答） 

○ 雇用管理区分ごとに算出することが求められる実績値について、

属する労働者数が全労働者数の１割程度に満たない雇用管理区分

がある場合は、職務内容等に照らし類似の雇用管理区分をまとめ

て算出して差し支えない。ただし、雇用形態が異なる場合には、ま

とめて算出することはできない点に留意が必要である。 

 

○ 職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分をまとめるにあた

っては、賃金待遇やキャリアの見通し等に大きな違いがないもの

に限るよう留意されたい。 

 

○ なお、「男女別の採用における競争倍率」、「男女の平均継続勤務

年数」については、「無期雇用」の全ての雇用管理区分ごとに基準

値を満たす必要がある。 
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問 33 認定基準のうち「男女別の採用における競争倍率」について、

直近３事業年度において、期間の定めのない労働者の募集・応募・

採用がなく、採用における競争倍率が算出できない場合はどのよ

うに取り扱うのか。 
 

(答) 

○ ある雇用管理区分について、１事業年度内に募集・応募・採用 

がなかったために男女の一方又は双方の競争倍率が算出できない

場合には、省令第８条第１項第１号イ⑴の(ii)に定める基準によ

り認定申請を行うものとする。 

 

○ 具体的には、直近の事業年度において、次の①と②の両方に該当

する必要がある。ただし、正社員に雇用管理区分を設定していない

場合は、①のみに該当すれば足りる。 

 ①正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値

が４割を超える場合は４割）以上であること。 

 ②正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産

業ごとの平均値（※）（平均値が４割を超える場合は４割）以上

であること。 

 ※「平均値」は、雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの平均

値。詳細は厚生労働省 HP（女性活躍推進法特集ページ）。 

 

 

（参考）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画

等に関する省令（平成 27年厚生労働省令第 162号） （抄） 

第八条 法第九条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する

こととする。 

一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 

イ 次に掲げる事項のうち一又は二の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労

働省のウェブサイトに公表していること。 

（１） 次のいずれかに該当すること。 

（ｉ） （略） 

（ⅱ） 次のいずれにも該当すること。ただし、通常の労働者に雇用管理区分を設

定していない一般事業主にあっては、（イ）に該当すること。 

（イ） 直近の事業年度におけるその雇用する通常の労働者に占める女性労働者

の割合が産業ごとの通常の労働者に占める女性労働者の割合の平均値（当
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該平均値が四割を超える産業にあっては四割）以上であること。 

（ロ） 直近の事業年度におけるその雇用する通常の労働者の基幹的な雇用管理

区分における通常の労働者に占める女性労働者の割合が産業ごとの通常

の労働者の基幹的な雇用管理区分における通常の労働者に占める女性労

働者の割合の平均値（当該平均値が四割を超える産業にあっては四割）以

上であること。 

  



 

 

51 

 

問 34 「平均継続勤務年数」や「９～11事業年度前に採用された女

性（男性）労働者の継続雇用割合」について、会社合併が生じてい

る場合は、どのようにカウントするのか。 
 

(答) 

○  会社合併が生じた場合は、合併前後の勤務年数を合算して「平

均継続勤務年数」や「継続勤務割合」を算出することとする。 
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問 35 認定基準のうち「継続就業」に関する基準について、「算出す

ることができない場合」とはどのような場合か。 
 

（答） 

○ 具体的には、自社に設けている雇用管理区分の中に、男性労働

者又は女性労働者のみで構成される雇用管理区分がある場合（雇

用管理区分を設定していない場合には、男性労働者又は女性労働

者のみを雇用している場合）が該当する。 
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問 36 認定基準のうち「労働時間等の働き方」に関する基準につい

て、「労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数」

の算定に当たり、高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労

働者はどのように取り扱うのか。 

 

（答） 

○ 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者については、

労働基準法に定められる労働時間や休日等に関する規定の適用が

除外されているため、認定基準に係る算定の対象には含めない。 

 

○ なお、高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者のほ

か、事業場外みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制又は企画業

務型裁量労働制の適用を受ける労働者、管理監督者についても認

定基準に係る算定の対象から除外することとしている。 
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問 37 「直近３事業年度の平均した１つ下位の職階から課長級に昇

進した女性労働者の割合」÷「直近事業年度の平均した１つ下位の

職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」の基準について、昇

進に当たって、一定の勤続年数や係長級に昇進してからの滞留年

数を要件としている場合は、どのようにカウントするのか。 
 

（答） 

○  昇進に当たって、一定の勤続年数や、１つ下位の職階に昇進し

てからの滞留年数を要件としている場合は、分母（１つ下位の職

階にある労働者総数）について、当該要件に該当する者に限定し

ても差し支えない。  
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問 38 「管理職に占める女性労働者の割合」については、産業ごと

の平均値以上であることが求められるが、産業の区分はどうなる

のか。 
 

（答） 

○ 産業の区分については、産業大分類（※）を基本とし、労働者数

が最も多く、産業中分類で見た場合に分類間の格差が大きい製造

業については、より細かな区分を、別途お示ししている。 

なお、「平均値」は雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの

平均値であり、詳細は厚生労働省 HP（女性活躍推進法特集ページ）

でお示ししている。 

 

（※）①鉱業、採石業、砂利採取業、②建設業、③製造業（より細か

な区分を設定）、④電気、ガス、熱供給、水道業、⑤情報通信業、

⑥運輸業、郵便業、⑦卸売業、小売業、⑧金融業、保険業、⑨不動

産業、物品賃貸業、⑩学術研究、専門・技術サービス業、⑪宿泊業、

飲食サービス業、⑫生活関連サービス業、娯楽業、⑬教育、学習支

援業、⑭医療、福祉、⑮複合サービス業、⑯その他 
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問 39 認定基準の「多様なキャリアコース」に関する基準の「非正

規雇用労働者から正社員への転換」、「正社員としての再雇用」、「正

社員としての採用」における「正社員」「非正社員」の範囲はどう

か。 

（答） 

○ 「正社員」とは、パートタイム・有期雇用労働法第２条の「通常

の労働者（※１）」を指す。（※２） 

 

 （※１）パートタイム・有期雇用労働法第２条の「通常の労働者」 

基本的には、いわゆる正規型の労働者を指し、社会通念に従い、当該労働者

の雇用形態、賃金体系等（例えば、労働契約の期間の定めがなく、長期雇用を

前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、

退職金、定期的な昇級又は昇格の有無）を総合的に勘案して判断するものとす

る。 

 

（※２）なお、男女間賃金差異における「正規雇用労働者」は、「給与形態等

待遇の如何を問わず、直接雇用し、期間の定めがないフルタイム労働者」

を指しており、本基準の「正社員」とは一致していない。 

 

○  「非正社員」とは、「正社員」以外の者であって、派遣先におけ

る派遣労働者を含むものとする。 

 

○  なお、短時間正社員（※３）については、「正社員」（パートタ

イム・有期雇用労働法第２条の「通常の労働者」）に該当する。 

 

（※３）短時間正社員 

他の正規型のフルタイムの労働者と比較し、その所定労働時間（所定労働

日数）が短い正規型の労働者であって、 

① 期間の定めのない労働契約を締結している者 

② 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇

用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等である者 

のいずれにも該当する者 
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問 40 認定基準のうち「多様なキャリアコース」に関する基準につ

いて、雇用管理区分が１つしかない場合など満たすことのできな

い事項がある場合、どのように取り扱うのか。 
 

（答） 

○ 中小企業においては、直近の３事業年度において、満たすことの

できない事項を除いた事項のうち、いずれか１項目の実績が必要

である。 

 

○ 大企業においては、直近の３事業年度において、満たすことので

きない事項を除いた事項のうち、いずれか２項目の実績が必要で

ある（非正社員がいる場合は、「女性の非正社員」から正社員への

転換（派：雇入れ）を含むことが必要）。 

 

 

（複数存在した雇用管理区分が、直近３事業年度中に１つに統合さ

れた場合、「イ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区

分間の転換」について実績があるといえるか） 

 

（答） 

○ 直近３事業年度に雇用管理区分が１つに統合された場合、認定

基準「イ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の

転換」を満たすものとする（ただし、統合後のキャリアアップに資

する雇用管理区分に女性労働者が属する場合に限る。）。 
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問 41 認定基準のうち「多様なキャリアコース」に関する基準につ

いて、直近の３事業年度における実績がない場合、認定基準のうち

「（満たさなかった事項について）２年以上連続して当該事項の実

績が改善していること」については、どのように取り扱うのか。 
 

（答） 

○ 改善値については、「ア 女性の非正社員から正社員への転換

（派：雇入れ）」、「イ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管

理区分間の転換」、「ウ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇

用」、「エ おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用」の４

項目の対象となった労働者の合計人数（以下この問において「合計

実績人数」という。）で計算することとする。 

 

 

○ 直近の３事業年度において、「多様なキャリアコース」に係る実

績がなかった場合については、直近の事業年度（X事業年度）の４

事業年度前の事業年度（X-4事業年度）における合計実績人数より

も直近の事業年度の３事業年度前の事業年度（X-3事業年度）にお

ける合計実績人数が多いときは、「２年以上連続してその実績が改

善している」こととみなす。 

 

 
■例：大企業又は中小企業で直近３事業年度において実績がなく認定基準を満たさな

かった場合 

（X-３、X-４事業年度において、「A 女性の非正社員から正社員への転換（派：雇

入れ）」の実績があり、改善している例） 

 

                        直近３事業年度 

 

 X-4年度 X-3年度 X-2年度 X-1年度 X年度 

合計実績人数 Aが１人 Aが２人  ０人  ０人  ０人 

 

１人    ２人 

 

 

 

 

改善 
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○ また、大企業について、直近３事業年度において、ア～エいずれ

かの取組を行っていたが直近３事業年度において認定基準を満た

さなかった場合、それぞれ３事業年度における合計実績人数を比

較し、当該合計実績人数が増加した場合については、「２年以上連

続してその実績が改善している」こととする。 

 
■例：大企業で直近３事業年度において「D おおむね 30歳以上の女性の正社員とし

ての採用」しか実績がなく認定基準を満たさなかった場合 

（X-３、X-４事業年度において、「A 女性の非正社員から正社員への転換（派：

雇入れ）」の実績があり、全体として２年連続で改善している例） 

 

                        直近３事業年度 

 

 X-4年度 X-3年度 X-2年度 X-1年度 X年度 

合計実績人数 Aが１人 Aが２人 Dが５人 Dが４人 Dが３人 

 

（５＋４＋３）＝12人 

 

 （２＋５＋４）＝11人 

 

             （１＋２＋５）＝８人 

 

 

 

 

  

改善 

改善 
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問 42 実績値が認定基準を満たさなかった場合は、指針に定められ

た効果的な取組を実施することが求められるが、「指針に定められ

た取組」とは、指針に盛り込まれたものに限定されるのか。 
 

（答） 

○ 必ずしも指針に盛り込まれた取組に限定されるものではなく、

指針に盛り込まれた取組と同等以上に自社において効果的と考え

られる取組であればよい。 
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問 43 １段階目の認定基準が見直され、実績値が認定基準を満たさ

ない項目について、一部の項目には３事業年度の移動平均で評価

する基準が新たに設けられたが、その詳細如何。 
 

（答） 

○ 従来、えるぼし１段階目の要件は 

①認定基準５項目のうち１～２項目の基準を満たして実績を毎

年公表すること 

②基準を満たさない項目に関する取組の実施状況について毎年

公表すること 

③基準を満たさない項目について２年以上連続して実績が改善

していること 

を満たす必要があった。 

 

○ この点、令和６年 12月 26日の労働政策審議会の建議（「女性活

躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化に

ついて」）において「現行のえるぼし認定１段階目の要件として、

５つの基準のうち該当しない事項について２年以上連続して実績

が改善していることを求めることが掲げられているが、この要件

が満たせずに１段階目の認定を諦めている企業があると考えられ

ることから、認定制度は実績を評価するものであるということに

留意しつつ、当該要件を見直すことが適当である」とされたことを

踏まえ、 

 ・ 上記①②は従来と同じとしつつ、 

 ・ 上記③については、２年以上連続して実績が改善していること

（以下この問において「従来の基準」という。）の他に、従来の

基準を満たさなくとも改善傾向にあることを評価する選択肢を

設けることとした。具体的には、以下のとおりである。 

（ⅰ）単年度の実績を評価している項目（※１）については、従

来の基準又は新たな基準（以下に該当することをいう。以下こ

の問において同じ。）を満たしていること 

  ＜新たな基準＞ 

「Ａ：直近の事業年度までの連続する３事業年度の平均値」、 

「Ｂ：その前の事業年度までの連続する３事業年度の平均値」及び

「Ｃ：その前々年度までの連続する３事業年度の平均値」 

を比較し、連続して改善していること（Ａ＞Ｂ＞Ｃ） 
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（※１）「採用」のうち正社員に占める女性労働者の割合及び正社員の基幹的

な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上である

こと、「就業継続」、「労働時間等の働き方」又は「管理職比率」のうち直近の

事業年度において管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以

上であること 

（ⅱ）上記以外の項目については、従来の基準を満たしているこ

と（※２） 

 （※２）上記の（※１）に掲げる項目以外のものについては、現状でも、２年

以上連続して実績が改善しているかどうかを見る際に平均を用いているた

め、選択肢の追加（新たな基準を満たしていること）は行っていない。 

 

○ なお、上記（※１）に掲げる項目については、事業主が、それぞ

れの項目ごとに、従来の基準を満たすこと、新たな基準を満たすこ

とのいずれかを選択することが可能である。 

  また、ある項目について従来の基準（新たな基準）を満たすこと

によって認定を取得した後、当該項目について当該基準を満たさ

なくなった場合でも、新たな基準（従来の基準）を満たしていれば

引き続き認定基準を満たしていると解する。 

  更に、認定を取得した際の基準が従来の基準（新たな基準）であ

っても、省令第８条第１項第１号ホ⑴の規定に基づき厚生労働省

雇用環境・均等局長が定める基準及び同令第９条の３第１項第１

号リ⑵の規定に基づき厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基

準への該当について、新たな基準（従来の基準）によることも可能

である。 
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問 44 令和７年の省令改正でえるぼし認定１段階目の基準が見直さ

れたが、２段階目の基準も同様に見直されたのか。  
 

（答） 

○ ご指摘の見直しは問 43でも言及した建議の記載を踏まえたもの

であるため、２段階目の要件は見直していない。 
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問 45 （令和８年 10 月１日～）令和８年 10 月１日からプラチナえ

るぼし認定の要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメン

ト防止措置に関する情報を女性の活躍推進企業データベースにお

いて公表していることが追加されたが、具体的にどういった情報

を公表すれば良いのか。 
 

（答） 

○ 次の情報を公表する必要がある。 

・ 求職者等セクハラ防止指針４⑴に規定する、事業主の方針等の

明確化及びその周知・啓発の取組に関する情報（※１） 

・ 求職者等セクハラ防止指針４⑵に規定する、相談に応じ、適切

に対応するために必要な体制の整備に関する情報（※２） 

 
（※１）具体的には、 

・ 求職者等セクハラ防止指針４⑴イの求職者等セクハラを行ってはならない旨

の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること及び同指針４⑴ロの求職者等セ

クハラを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働

者に周知・啓発することについては、措置を行っている事実のみを公表すればよ

いこと。 

・ 同指針４⑴ハの求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び

求職者等に周知・啓発することに関しては、労働者への周知・啓発については措

置を行っている事実のみを公表すればよいが、求職者等への周知・啓発について

は、例えば周知等を行っているホームページのリンク先を掲載するなど、実際に

講じている措置の具体的な内容を公表すること。 

 

（※２）具体的には、 

・ 求職者等セクハラ防止指針４⑵イの相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周

知することについては、例えば求職者等への周知を行っているホームページのリ

ンク先を掲載するなど、実際に講じている措置の具体的な内容を公表すること。 

・ また、同指針４⑵ロの相談窓口担当者が、適切に対応できるようにすることに

ついては、措置を行っている事実のみ公表すればよいこと。 

 

  



 

 

65 

 

問 46 （令和８年 10 月１日～）令和８年 10 月１日より前に認定を

受けている事業主は、求職者等に対するセクシュアルハラスメン

ト防止措置に関する情報をいつまでに公表すればいいのか。また、

令和８年 10 月１日より前に認定申請を行った事業主が令和８年

10 月１日以後に認定を受けた場合は、当該情報をいつまでに公表

すればいいのか。  
 

（答） 

○ 令和８年 10月１日より前に認定を受けている事業主においては、

令和８年 10月１日から概ね３か月以内に、求職者等セクハラ防止

のための措置に関する情報を公表する必要がある。 

 

○ また、令和８年 10月１日より前に認定申請を行った事業主が令

和８年 10月１日以後に認定を受けた場合（※）は、認定を受けた

日から概ね３か月以内に、求職者等セクハラ防止のための措置に

関する情報を公表する必要がある。 

 ※ この場合の認定基準は令和８年改正省令による改正前の省令による。 

 

○ なお、これらの公表を行わない場合、「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律の施行について」（平成 27 年 10 月 28 日

雇児発 1028 第５号）17⑴②の「法第 12 条に規定する基準に適合

しなくなったと認めるとき。」に該当し、認定の取消の対象となる。 

 

（参考）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」（平成 27

年 10月 28日雇児発 1028第５号） 

第２ 法の概要 

17 認定の取消し（法第 15条） 

(1) 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が以下のいずれかに該当するときは

認定を取り消すことができるとされたこと。 

① 法第 11 条の規定により、法第９条の認定一般事業主としての認定を取り

消すとき。 

② 法第 12条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

③ 法第 13条第２項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

④ 法又は法に基づく命令に違反したとき。 

⑥  不正の手段により法第 12条の認定を受けたと認めるとき。 
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問 47 （令和８年 10 月１日～）令和８年 10 月１日からプラチナえ

るぼし認定の要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメン

ト防止措置に関する情報を女性の活躍推進企業データベースにお

いて公表していることが追加されたが、人員が不足した際のみ中

途採用を行うなど、定期的に採用活動をしていない場合はどうす

ればよいか。また、令和８年 10月１日より前に認定を受けている

事業主や、令和８年 10月１日より前に認定申請を行い、令和８年

10 月１日以後に認定を受けた事業主が定期的に採用活動をしてい

ない場合はどうすればよいか。 
 

（答） 

○ 求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための措置

としては、「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項に

ついて」（令和８年４月●日）の問 36において「定期的な採用活動

を行っておらず、求職者等と労働者が接する機会がない場合は、求

職者等セクハラ防止指針４に規定する措置を全て講じていなくと

も差し支えないが、採用活動を開始し、求職者等に対する説明会や

面接を実施することとなれば、その時点で全ての措置義務を履行

する必要がある」と示している。 

 

○ そのため、プラチナえるぼし認定の要件についても、定期的な採

用活動を行っておらず、求職者等と労働者が接する機会がない場

合は、女性の活躍推進企業データベースにおいて公表が必要な情

報（※）を公表している必要はない。 

ただし、女性の活躍推進企業データベースの閲覧者に、当該事

業主は「定期的な採用活動を行っておらず、求職者等と労働者が

接する機会がない」ことから必要な情報公表を行っていないこと

が明らかになるよう、女性の活躍推進企業データベースの公表欄

において、 

 「採用活動を開始し、求職者等に対する説明会や面接を実施す

ることとなれば、その時点で全ての措置義務を履行し、必要な情

報を女性の活躍推進企業データベースに公表する」 

旨を、「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発の取組に関す

る情報」及び「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整

備に関する情報」それぞれについて記載していただく必要がある。 

（※）具体的には、問 45参照。 
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○ また、当該事業主が 

・ 令和８年 10 月１日より前に認定を受けている場合は、令和８

年 10月 1日から概ね３か月以内に、 

・ 令和８年 10月１日より前に認定申請を行い、令和８年 10月１

日以後に認定を受けた場合は、認定を受けた日から概ね３か月以

内に、 

この旨を公表する必要がある。 

 

○ その上で、採用活動を開始し、求職者等に対する説明会や面接を

実施することとなれば、その時点で全ての措置義務を履行し、必要

な情報を同データベースに公表する必要がある。 
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問 48 プラス認定の要件について、女性の健康上の特性には何が含

まれるのか。 
 

（答） 

○ 女性の健康上の特性とは、例えば月経、妊娠・出産、更年期症状

などが想定されるものであるが、各事業主において適切に設定す

べきものである。なお、妊娠・出産には不妊治療も含まれるもので

ある。不妊治療については、男女ともに不妊の原因がある場合があ

り、また、原因不明の場合もあるが、治療においては妊娠をする側

の女性の負担が大きいのが実情であることに留意が必要である。 
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問 49 プラス認定の要件である「女性の健康上の特性に配慮した休

暇制度」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用すること

ができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、

時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅労働等のうちい

ずれかの制度」については、女性のみが利用できる制度ではなく、

労働者全体を対象とした制度でも問題ないか。また、健康に係るも

のに限定せず、多目的に使える休暇制度等があった場合、女性の健

康上の特性への配慮のために利用することができるのであれば、

要件に該当するのか。  
 

（答） 

○ プラス認定の要件についてはいずれについても、必ずしも女性

に特化した取組である必要はなく、広く労働者のための制度や取

組であり、結果的に女性の健康上の特性への配慮につながるもの

であれば差し支えない。 

 

○ また、「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度」については、

多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定し

ない休暇制度を含むこととしているため、健康に係るものに限定

する必要はない。 
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問 50 休暇制度等は整備しているが、実際に（まだ）利用している

人がいない場合でも、対象になるのか。 
 

（答） 

○ 対象となる。 

 

○ 一方で、対象者への必要な周知や、対象者にとって使いやすい休

暇制度等になるような工夫に引き続き努めていただくことが望ま

しい。 
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問 51 例えば、えるぼし１段階目を取得していないとえるぼしプラ

スの１段階目を取得することはできないのか。それとも、最初から

プラス認定まで取得できるのか。  
 

（答） 

○ 現に認定を取得している企業でなくとも、えるぼしプラス認定

の申請をすることは可能であり、えるぼしプラス認定であれば省

令第８条第１項第１号の２、２号の２又は３号の２に掲げる基準

を、プラチナえるぼしプラス認定であれば省令第９条の３第１項

第２号に掲げる基準を満たせば、それぞれの認定を取得すること

が可能である。 
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問 52 えるぼしプラスの認定要件で求められている取組と、事業主

行動計画指針の別紙二⑹で示されている「女性の健康上の特性に

係る取組例」はどういう関係にあるのか。行動計画に女性の健康支

援に関する取組を盛り込んでいないと、えるぼしプラスは取得で

きないのか。   
 

（答） 

○ 令和７年に成立した改正女性活躍推進法では、基本原則におい

て、女性の職業生活における活躍の推進は、女性の健康上の特性に

配慮して行われるべき旨を明確化したこと等を踏まえ、働く女性

の健康支援に係る取組を行う企業を認定する仕組みである「える

ぼしプラス認定」を創設したほか、事業主行動計画策定指針におい

て企業が女性の健康支援に取り組む際の取組例を示した。 

 

○ 「えるぼしプラス認定」の認定基準は認定取得のために必要な休

暇制度や研修等の取組を行っていることを定めるものであるが、

一方、事業主行動計画策定指針における取組例は、えるぼしプラス

認定とは関係なく、全ての一般事業主が取り組むことが望ましい

取組を示したものである。 

 

○ なお、一般事業主行動計画において女性の健康上の特性に係る

取組を記載して推進することは望ましいものであるが、「えるぼし

プラス認定」については、必ずしも行動計画に女性の健康支援に係

る記載がなくとも、認定基準を満たす女性の健康支援の取組が実

際に行われていれば、当該認定の取得は可能である。 
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問 53 認定の取り消し事由となる「関係法令に違反する重大な事実

が発生したことにより、法第９条に規定する基準に適合しなくな

ったと認めるとき」とは具体的にどのような場合か。 

 

（答） 

○ 関係法令とは、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パート

タイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法のほか、労働基準法、

労働安全衛生法、障害者雇用促進法、労働保険料徴収法などをいう。 

 

○  認定の取り消し事由となる「関係法令に違反する重大な事実が

発生したことにより、法第９条に規定する基準に適合しなくなっ

たと認めるとき」とは、例えば、 

・ 男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、パートタイム・有期

雇用労働法、労働施策総合推進法に違反して勧告を受けた場合 

・ 労働基準法や労働安全衛生法に違反して送検され、当該事実が

公になった場合 

・ 障害者雇用促進法第 46 条に基づく勧告に従わず、その旨を公

表された場合 

・ 労働保険料徴収法に定められた労働保険料を過去２年度を超

えて滞納している場合 

などをいうものである。  
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問 54 えるぼしプラス認定又はプラチナえるぼしプラス認定を取得

している事業主がプラス部分（女性の健康支援に関する認定基準）

の認定要件に該当しなくなった場合、プラス認定部分のみを辞退

し、えるぼし認定又はプラチナえるぼし認定を維持することはで

きるのか。また、同様の場合、プラス認定部分のみが取消しの対象

となり、えるぼし認定又はプラチナえるぼし認定を維持すること

はできるのか。 

 

（答） 

○ えるぼし認定とえるぼしプラス認定（プラチナえるぼし認定と

プラチナえるぼしプラス認定）は、それぞれ認定の根拠規定が異な

るものであることから、プラス認定部分のみを辞退することはで

きず、また、プラス認定部分のみが取消しの対象となることもない。 

 

○ すなわち、プラス部分の認定要件に該当しなくなった場合、える

ぼし認定又はプラチナえるぼし認定を維持することはできず、仮

にえるぼし認定又はプラチナえるぼし認定の要件を満たしている

のであれば、別途、認定申請を行うことが必要である。 

 

＜参考：認定の根拠規定＞ 

・ えるぼし認定及びえるぼしプラス認定については、いずれも女

性活躍推進法第９条に基づくもので、認定基準等を定める省令第

８条第１項の異なる号にそれぞれ規定されており、同条第２項に

おいて「法第９条の認定は、前項各号に規定する･･･類型ごとに

行うもの」と規定されている。 

・ プラチナえるぼし認定及びプラチナえるぼしプラス認定につ

いては、いずれも女性活躍推進法第 12 条に基づくもので、認定

基準等を定める省令第９条の３第１項の異なる号にそれぞれ規

定されており、同条第２項において「法第 12 条の認定は、前項

各号に規定する･･･類型ごとに行うもの」と規定されている。 

 

  



 

 

75 

 

【５．その他】 

【５．（１）グループ企業の扱い】 

問 55 グループ会社で一体の状況把握、課題分析、行動計画策定・

届出・周知・公表は可能か。また、認定申請や情報公表はどうか。 
 

（答） 

１．基本的考え方 

 

○  ①状況把握、課題分析、行動計画策定届出・周知・公表、②認

定申請、③情報公表については、各事業主に実施を求めているも

のの、グループ内で雇用管理が一体的になされている場合（※１）

など一定の場合は、グループ全体としての実施＝各事業主の実施

と解することができる。 

○  

（※１）「グループ内の雇用管理が一体的になされている」とは、採

用から配置・育成、登用に至るまでをグループ全体で行ってい

ること。 

 

一般事業主に実施が 

求められる事項 

グループ内の雇用管理が 

一体的になされている場合

（※１） 

グループ内の雇用管理が 

一体的になされていない場合 

① 

状況把握・課題分

析 
グループ全体 

各事業主 

（一定の場合はグループ全

体） 

行動計画策定・周

知・公表 
グループ全体 

各事業主 

（一定の場合はグループ全

体） 

行動計画届出 各事業主 

② 認定申請（※２） 各事業主 

③ 情報公表 グループ全体 

各事業主 

（一定の場合はグループ全

体） 
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（※２）認定については、各事業主単位で行うが、 

① グループ全体で一括して採用を実施しており、各社ごと

の「採用における競争倍率」を算出することが困難な場合

は、グループ全体の採用における競争倍率を代替すること

として差し支えない。 

② グループ全体での柔軟な人員配置等を妨げない観点から、

認定取消については、実績値で評価した項目であって、か

つ、グループ全体で一体的に雇用管理を行っている項目に

ついては、各事業主単位で基準に適合せず、同公表の翌年度

の公表においても、同一の基準に関し、当該状況が継続して

おり、認定を受けている段階が求める実績に係る項目の数

を満たせなくなった場合であっても、グループ全体では維

持されているのであれば、取消の対象とはしない運用とす

る。 

 

○  なお、グループ内の雇用管理が一体的になされているか否かで

取扱いが異なる「状況把握、課題分析、行動計画策定・周知・公

表」及び「情報公表」に係る取扱いについては、下記の通りであ

る。 
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（※）グループ内の雇用管理が一体的になされていない場合におい

て、グループ全体で共通の課題があった場合は、各社で同じ内容

の行動計画（数値目標・取組内容等）を策定することが可能であ

るが、この場合の労働者への周知・公表についてもグループ全体

で行うことが可能である。 

 

 

２．男女間賃金差異について 

○ 男女間賃金差異については、１．にかかわらず、個々の事業主が、

情報公表を行い、状況把握を行う必要がある。 
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問 56 「正社員とパート、総合職と一般職など、複数の雇用管理区

分を設けている場合で、正社員や総合職はグループ全体で採用か

ら登用までの雇用管理を行っているが、パートや一般職は個々の

企業で雇用管理を行っている場合」は、グループ全体で一体的に雇

用管理を行っているとは言えない、と判断するのか。 

 また、グループ全体で一体的に雇用管理を行う労働者はグルー

プ全体をとりまとめる企業が、それ以外の労働者は個々の企業が

状況分析等を行うことまでを求められるのか。 

（答） 

１．基本的考え方 

○ 基幹的な職種については、採用から配置・育成、登用に至るまで

をグループ全体で行い、パートや一般職については、個々の企業で

雇用管理を行っている場合、グループ全体で一体的に雇用管理を

行っていると判断される。 

 

○ この場合、個々の事業主で把握している基幹的な職種以外の職

種の状況については、事業主ごとに把握した結果の数値等をグル

ープ全体で吸い上げるとともに、通常グループ全体で何らかの共

通する課題があると考えられるため、そうした共通の課題につい

て盛り込んだ上で、グループ全体で一体的な行動計画の策定・周

知・公表を行うことができる（なお、基幹的な職種以外の職種につ

いて、課題がなかった場合等については、グループ全体の行動計画

の取組として入れ込む必要がない。）。 

 

○  また、女性の活躍に関する情報公表については、グループ全体

で一体的な雇用管理をしていない労働者に係る情報は、各事業主

が公表することが必要だが、グループ内の雇用管理が一体的にな

されている基幹的な職種の労働者に係る情報は、グループ全体を

とりまとめる企業が公表することも差し支えない。 

 

 

２．男女間賃金差異について 

○ 男女間賃金差異については、１．にかかわらず、個々の事業主が、

情報公表を行い、状況把握を行う必要がある。 
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問 57 状況把握、認定基準における「直近の事業年度」「直近の３事

業年度」の考え方及び情報公表における「古くとも公表時点の事業

年度の前々事業年度」の考え方如何。 
 

（答） 

【状況把握、認定基準における「直近の事業年度」「直近の３事業年

度」の考え方】 

 

○  状況把握における「直近の事業年度」とは、原則として、計画

策定を行う事業年度の前の事業年度とする。 

  また、認定申請における「直近の事業年度」も、原則として、

認定申請を行う事業年度の前の事業年度とする。 

 

○  ただし、計画策定又は認定申請について、（例えば事業年度が毎

年４月１日から翌年の３月 31日までである事業主が、平成 29年

４月１日に計画策定又は認定申請をしようとする場合など）申請

時に前の事業年度の数字を把握することが困難な項目について

は、前々事業年度までの数値等を用いることができる。 

 

○ なお、事業年度については、必ずしも「４月１日から翌年の３月

31 日」となっていなくても、各社における事業年度として差し

支えない。 

 

○  さらに、原則として「直近の事業年度」は計画策定又は認定申

請の前事業年度、それが困難な場合は前々事業年度であるが、「直

近の事業年度」以後の最新の数値を用いる場合、期間が事業年度

と合致していなくても、差し支えない。 

 しかしその場合であっても、数値の算出上、一定の期間が必要

な項目（※１）については、１年間の期間についての数値を算出

する必要がある。 

 

（※１）一定の期間が必要な項目（認定基準） 

・ 採用に関する基準のうち、①［男女別の採用における競争倍

率が同程度であること］の基準（区） 

・ 労働時間等の働き方に関する基準（区） 

・ 管理職比率に関する基準のうち、②［「直近３事業年度の平均
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した１つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」

÷「直近３事業年度の平均した１つ下位の職階から課長級に昇

進した男性労働者の割合」が８割以上であること］の基準 

・多様なキャリアコースに関する基準 

 

○ また、「直近の３事業年度」とは、直近の事業年度（X）、直近の

事業年度の前事業年度（X－1）及び直近の事業年度の前々事業年度

（X-2）を指すものである。 

 

 

（例）毎年４月１日～３月３１日が事業年度の企業が、令和８年１

０月１日に認定申請をする場合、（※１）については、以下の１

～５の期間についてとることは可能か。 

 

 

 

R6.4.1           R7.4.1            R8.4.1    10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ １ 令和７年４月１日～令和８年３月３１日 
（原則通り「前事業年度」であり可）     

 
× ２ 令和６年１月１日～令和６年１２月３１日 

    （前々事業年度よりも前であり不可） 
 
○ ３ 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

    （１の原則通り把握が難しかった場合の「前々事業年度」であり可） 

前々事業年度 前事業年度    事業年度 

認定申請 

1 

 
2

 

 3 

 4 

5 
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○ ４ 令和７年９月１日～令和８年８月３０日 

    （「直近の事業年度」以降の最新の数値について、「１年間」算出して 
おり可） 

 
× ５ 令和８年４月１日～令和８年８月３０日 

    （「１年間」未満の数値であるため不可） 
 

○  なお、これらの状況把握、認定基準における「直近の事業年度」

については、項目ごとに、異なる事業年度や事業年度とは異なる

期間（一定の期間が必要な項目）であることも許容され、例えば、

ある企業の認定において「採用に関する基準」は令和６度を、「多

様なキャリアコースに関する基準」は令和７年度を、「直近の事

業年度」として取り扱うことも差し支えない。 

 

【情報公表における「古くとも公表時点の事業年度の前々事業年度」

の考え方】 

 

○  情報公表については、その時点で得られる最新の数値（特段の

事情がない限り、古くとも公表時点の事業年度の前々事業年度

の数値）を公表する必要がある。その考え方は、状況把握、認定

基準における「直近の事業年度」の考え方と同様である。 

 

○  ただし、情報公表において公表直前の数値を用いても差し支え

ないが、数値の算出上、一定の期間が必要な項目（※２）につい

ては、１年間の期間についての数値を算出する必要がある。 

 

（※２）一定の期間が必要な項目（情報公表） 

 ・採用した労働者に占める女性労働者の割合（区） 

 ・男女別の採用における競争倍率（区） 

 ・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派：雇入れの実績) 

 ・男女別の再雇用又は中途採用の実績 

 ・男女間賃金差異（全・正・パ有） 

 ・男女別の育児休業取得率（区） 

 ・労働者の一月当たりの平均残業時間 

 ・労働者及び派遣労働者の一月当たりの平均残業時間（区）（派） 

 ・有給休暇取得率 

 ・有給休暇取得率（区）  
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【５．（３）その他】 

問 58 状況把握項目の選択項目の「男女別の１つ上位の職階へ昇進

した労働者の割合」及び認定基準の「管理職比率に関する基準」に

おいて、事業年度の開始の日のみに昇進が行われる場合、昇進した

者がいるにもかかわらず、カウントの対象とならなくなるのでは

ないか。 
 

(答) 

○  例えば、事業年度が毎年４月１日から翌年の３月３１日までの

企業において、４月１日にのみ昇進が行われる場合、当該日に元

の職階（例：係長級）から１つ上の職階（例：課長級）への昇進

が行われたものとし、４月１日に課長級に昇進した者を、当該事

業年度開始の日に係長級であったものとしてカウントする。 

 

（例） 

４月１日に係長級（昇進しなかった者）１０名 

４月１日に係長級から課長級になった者（昇進した者）２名 

  の場合の昇進割合は、２/（１０＋２）＝２／１２とする。 
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問 59 事業主行動計画策定指針においては、課題分析における判断

の目安例として、全体に占める女性の割合が「４割」を下回ってい

る場合や、男性に対する女性の割合が「８割」を下回っている場合

ということを示しているが、行動計画策定支援ツールの現状把握

（タイプ分類）では「２割」や「７割」という数字を示しているの

はなぜか。 
 

（答） 

○ 労働者全体に占める女性の割合が「４割」を下回っている場合や、

男性に対する女性の割合が「８割」を下回っている場合には、女性

の活躍推進に向けた課題があると判断し、課題分析すべき目安と

してお示ししている。 

 

○ しかし、各企業においては、具体的に取組を推進していく上では、

いくつかある課題の中でも特に大きな問題がある部分に重点をお

いて積極的な取組を行うことが望ましいものであることから、行

動計画策定支援ツールにおいては、特に大きな問題を把握しやす

いよう、「２割」「７割」を基準として整理したものである。 
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問 60 性別を把握できない労働者の取扱いはどうすればよいか。ま

た、性別は戸籍に基づくのか、自認に基づくのか。 

 

（答） 

○ 一般事業主行動計画の策定に当たっては、自社の女性の活躍に

関する状況把握、課題分析が必要であるため、一定の方法で、自社

内における「男性」「女性」の把握は行われているものと考えてい

る。その上で、｢男性｣でも｢女性｣でもない｢その他｣の性自認を持

つ、性別を把握できない労働者について、｢男性｣または｢女性｣のい

ずれか一方として取り扱うことは、一般論として実態に即した適

切なものとは言えないことから、「その他」の性自認を持つ労働者

については、状況把握等の対象労働者から除いても差し支えない。 

 

○ また、性別は必ずしも戸籍に基づく必要はなく、職場において、

通常取り扱われている性別で取り扱っても差し支えない（例えば、

「戸籍上：男性、性自認：女性」の者について、職場で「女性」と

して働いている場合、状況把握等に当たっては「女性」として取り

扱っても差し支えない）。 

 

 

  

 

 

 

 

 


